
議   第   ４８   号 

令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部

を改正する省令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい

て 

 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する

省令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように制定する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正

する省令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

 （熊本市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例の一部改正） 

第１条 熊本市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例（平成２４年条例第８５号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項中「指定短期入所生活介護事業者（ユニット型指定短期入所生活介

護事業者を含む。以下同じ。）」を「指定訪問介護事業者」に、「第１２８条第５

項（ユニット型指定短期入所生活介護事業者にあっては、省令第１４０条の７第７

項）」を「第２３条第４号」に改め、同条第２項中「指定短期入所生活介護事業者」

を「指定訪問介護事業者」に改め、同条第３項中「第１３号から第１７号までに限

る」を「第５号から第７号まで及び第１１号を除く」に改める。 

第２条 熊本市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例の一部を次のように改正する。 

  第７条第３項中「（第５号から第７号まで及び第１１号を除く。）」を削る。 

 （熊本市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例の一部改正） 
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第３条 熊本市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例（平成２４年条例第８６号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」を「指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業者」に、「第７３条第６号」を「第３条の２２第９号」に

改め、同条第２項中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」を「指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業者」に改め、同条第３項中「（第７号から第１０号まで

に限る。）」を削る。 

 （熊本市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条

例の一部改正） 

第４条 熊本市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例（平成２４年条例第９０号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項中「指定介護予防短期入所生活介護事業者（ユニット型指定介護予

防短期入所生活介護事業者を含む。以下同じ。）」を「指定介護予防訪問入浴介護

事業者」に、「第１３６条第２項（省令第１５９条において準用する場合を含む。）」

を「第５７条第４号」に改め、同条第２項中「指定介護予防短期入所生活介護事業

者」を「指定介護予防訪問入浴介護事業者」に改め、同条第３項中「第７号から第

１１号までに限る」を「第２号から第５号までを除く」に改める。 

第５条 熊本市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例の一部を次のように改正する。 

  第７条第３項中「（第２号から第５号までを除く。）」を削る。 

 （熊本市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例の一部改正） 

第６条 熊本市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例（平成２４年条例第９１号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」を「指定介護予
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防認知症対応型通所介護事業者」に、「第５３条第２項」を「第４２条第１１号」

に改め、同条第２項中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」を「指定介

護予防認知症対応型通所介護事業者」に改める。 

  第８条中「及び第５条」を「、第５条及び前条」に改める。 

 （熊本市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の

一部改正） 

第７条 熊本市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条

例（平成２６年条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「第７条」を「第８条」に改める。 

  第８条を第９条とし、第７条を第８条とし、第６条の次に次の１条を加える。 

  （身体的拘束等の実施に係る報告義務等） 

 第７条 指定居宅介護支援事業者は、市長の求めに応じ、省令第１３条第２号の３

に規定する身体的拘束等に係る記録を報告しなければならない。 

 ２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の身体的拘束等を行った場合は、当該利用者

の家族等への連絡をしなければならない。ただし、当該利用者に係る特定の事象

の発生に際して身体的拘束等を行う緊急の必要が生じる蓋然性が高い場合であ

って、あらかじめ当該利用者の家族等に対してその旨及びその際に行う身体的拘

束等の内容を説明し、承諾を得ていたときは、この限りでない。 

（熊本市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正） 

第８条 熊本市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成 

２６年条例第５７号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「第７条」を「第８条」に改める。 

  第８条を第９条とし、第７条を第８条とし、第６条の次に次の１条を加える。 

  （身体的拘束等の実施に係る報告義務等） 

 第７条 指定介護予防支援事業者は、市長の求めに応じ、省令第３０条第２号の３

に規定する身体的拘束等に係る記録を報告しなければならない。 

 ２ 指定介護予防支援事業者は、前項の身体的拘束等を行った場合は、当該利用者

の家族等への連絡をしなければならない。ただし、当該利用者に係る特定の事象
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の発生に際して身体的拘束等を行う緊急の必要が生じる蓋然性が高い場合であ

って、あらかじめ当該利用者の家族等に対してその旨及びその際に行う身体的拘

束等の内容を説明し、承諾を得ていたときは、この限りでない。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２条及び第５条の規定は、

同年６月１日から施行する。 

 

 （提出理由） 

  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正す

る省令（令和６年厚生労働省令第１６号）の施行に伴い、関係条例の整備をするた

め、この条例を制定する必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 
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